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第１章 概 説 編 

 

１ 専用水道とは 

「専用水道」とは、「水道事業（○○市上水道等）」「用水供給事業」といった水道以外の

水道で、次のいずれかに該当する自家用の水道のことをいいます。（※１） 

 

① １００人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの 

② 人の飲用、炊事用、浴用等に使用する水の１日最大給水量（１日に給水することができ

る最大の水量）が２０㎥を超えるもの（※２） 

 

社宅や療養所またはマンションなどの共同住宅といった多数の居住者に供給する施設や、学

校、レジャー施設、ホテル・旅館等といった多数の利用者が生活用の水を使用する施設等が主

に該当します。 

 

※１ 受水槽を設けているもののうち以下の要件すべてにあてはまるものを除く。 

a 受水槽の有効容量（床置型で、六面点検が可能な受水槽の有効容量を除く）が１００㎥以下の

もの。 

b 水源が他の水道水のみによっているもの。 

c 地中又は地表に施設されている部分のうち口径２５mm 以上の導管の全長が１，５００ｍ以下の

もの。 

※２ 水量の判断基準は以下のとおり。 

(1) 次の用途に供する水量の合計 

a 社宅、療養所、マンション、住宅団地などで、飲用、炊事用、浴用、洗濯用その他居住のため

に必要な水。 

b 学校、事務所、ホテル・旅館、工場などで、飲用、炊事用、浴用、洗濯用その他居住用ではな

いが生活と同様の目的のために使用する水 

（工場などの製造工程で使用する水や、空調用、プール用、浴場用の水は含みません。） 

【水量算定例】 

製 造 工 程 用 空調用 飲料水 
洗面・手洗い、 

シャワー 

厨 房 

炊事用 

その他 

生活用 

算 定 対 象 水 量 

 

(2) 一日最大給水量の算定方法 

a 当該施設の設計計画上の一日最大給水量 

b aが不明な場合は、年間最も使用した日の一日あたりの使用水量。 

c a、bともに不明な場合は、次の水量を目安としてください。 

 

【１人当たりの使用水量の目安】 

項  目 １人あたりの使用水

量 (ℓ／日・人) 

注）出典：「空気調和衛生工学便覧、４給排

水衛生設備」、「建築設備設計基準・解説」 

１戸建て住宅や集合住宅の水道設備を設計す

る場合の目安です。 

１戸建て住宅 200～400 

集合住宅 200～350 
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独身寮 400～600  

 官公庁・事務所 60～100 

工場 60～100 

保育園・幼稚園・小学校 生徒 45 

職員100～120 

小・中・普通高等学校 70～100 

《関係法令：法第３条第６号、令第１条、規則第１条》 

 

 

２ 設置者の責務 

利用者に対し安全な水を供給するため、設置者は以下のことを行う必要があります。 

項  目 法参照条文 

○ 布設工事着手前の市長への確認申請 

確認申請書記載事項変更時の市長への届出 

○ 給水開始前の市長への届出 

（水質検査、施設検査を含む。） 

施設検査の記録の保存〔５年間〕 

第32条 

第33条3項 

第13条 

 

 

○ 水道技術管理者の選任 

○ 定期、臨時の水質検査の実施及び記録の保存 

○ 定期、臨時の健康診断の実施 

健康診断記録の保存〔１年間〕 

第19条1項 

第20条 

第21条 

○ 衛生上必要な措置の実施 

・水の汚染防止 

水道施設の清潔の保持 

水道施設への鍵、柵等の設置 

・塩素による消毒の実施 

第22条 

○ 給水の緊急停止 

・水道水が人の健康を害するおそれがあることを知ったとき 

に直ちに停止。 

・水道水の使用者への危険であることの周知。 

第23 条 

 

 

３ 専用水道の確認申請及び届出 

(1)  布設工事着手前の確認申請 

専用水道の布設工事に着手する前に、当該工事の設計が法第5 条の施設基準適合するもの

であることについて、市長の確認を受ける必要があるため、布設工事の着手３０日前までに専用

水道確認申請をしてください。（※） 

【様式】第１号「専用水道確認申請書」 

第２号「専用水道確認申請概要調書」 

※ 既に確認を受けている専用水道が設備の修繕や老朽化した設備の更新をする場合であって、その能力等

に変更がないときは必要ありません。 

≪添付書類≫ 

・１日の最大給水量、平均給水量の算定根拠 
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・水源の水量の概算（揚水試験結果等） 

 ・水道原水の水質試験結果の写し 

 ・水道施設の概要（フローシート等） 

 ・水の供給を受ける者の数を記載した書類 

 ・水の供給が行われる地域を記載した書類及び図面 

 ・水道施設の位置を明らかにする図面 

 ・水源及び浄水場の周辺の概況を明らかにする地図 

 ・主要な水道施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図 

 ・導水管きょ、送水管並びに配水及び給水に使用する主要な導管の配置状況を明ら

かにする平面図及び縦断図 

 

(2)  専用水道届出 

工事を伴わずに既存の水道施設が、居住人数若しくは使用水量の増加により新たに専用水

道に該当することとなったとき。 

【様式】第４号「専用水道届出書」 

第５号「水道施設概要調書」 

≪添付書類≫ 

・供給する水の水質試験結果の写し 

・水道施設の概要を明らかにする図面等 

 

(3)  給水開始前の届出 

専用水道として給水を開始しようとするとき。 

【様式】第６号「専用水道給水開始届出書」 

第７号「専用水道施設工事検査結果書」 

≪添付書類≫ 

・水質検査結果の写し 

・施設検査結果の写し 

・施設の系統図 

・給水開始をした区域を明らかにする地図 

 

(4)  専用水道確認申請書・専用水道届出書の記載事項の変更届出 

専用水道の名称、設置者の住所、氏名（法人等にあっては代表者の氏名）、水道事務所の

所在地を変更したとき。 

【様式】第８号「専用水道記載事項変更届出書」 

 

(5)  専用水道休止（廃止）届出 

市の水道に接続した場合など、専用水道を休止又は廃止したとき。 

【様式】第９号「専用水道休止（廃止）届出書」 

 

 

４ 水道技術管理者 

(1)  水道技術管理者の選任 

① 水道技術管理者の選任 

専用水道設置者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管
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理者１人を置かなければならないとされています。 

② 水道技術管理者の選任の届出 

水道技術管理者を設置又は変更したときは、市長への届出が必要です。 

【様式】第１０号「専用水道水道技術管理者設置(変更）届出書」 

③ 水道技術管理者の資格 

水道技術管理者に選任できるのは、次のいずれかに該当する方です（※）。 

※ 次のいずれにも該当する場合は、資格を有する必要はありません（選任は必要です）。 

a 浄水方法が消毒設備のみ（ろ過設備を有する施設を除く） 

b 取水から給水まで自然流下で給水が可能（ポンプ設備による給水を除く） 

c １日最大給水量が1,000㎥以下 

 

【水道技術管理者に要する資格】（令第７条） 

分  類 技術上の実務経験 

大学卒業 

〈短期大学を除く〉 

土木工学 ３年以上 

土木工学以外の工学、理学、農学、医学、薬学に関する学

科目又はこれらに相当する学科目 
４年以上 

工学、理学、農学、医学、薬学に関する学科目並びにこれ

らに相当する学科目以外の学科目 
５年以上 

短期大学卒業 

高等専門学校卒業 

専門職大学前期課程

修了 

土木工学 ５年以上 

土木工学以外の工学、理学、農学、医学、薬学に関する学

科目又はこれらに相当する学科目 
６年以上 

工学、理学、農学、医学、薬学に関する学科目並びにこれ

らに相当する学科目以外の学科目 
７年以上 

高等学校卒業 

中等教育学校卒業 

土木工学 ７年以上 

土木工学以外の工学、理学、農学、医学、薬学に関する学

科目又はこれらに相当する学科目 
８年以上 

工学、理学、農学、医学、薬学に関する学科目並びにこれ

らに相当する学科目以外の学科目 
９年以上 

水道に関する技術上の実務経験のみ １０年以上 

技術士 

上下水道部門 

２次試験合格 

上水道及び工業用水道を選択 １年以上 

１級土木施工管理 

技士 ２次検定合格 
－ ３年以上 

国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う登録講習の課程を修了 不要 

一日最大給水量1万ｍ3以下の専用水道の場合の実務経験年数は１／２。 

※ 実務経験年数とは、水道に係る業務（計画、設計、施工、施設の維持管理等）いずれかに従事した年

数（複数業務の通算も可）をいう。また選任される施設以外（他の地方公共団体・私企業等）におけ

る従事経験も含む。（例：小規模水道の維持管理 等） 

 

(2) 水道技術管理者の業務 
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水道技術管理者は、次の事務に従事し、これらの事務に従事する職員を監督しなければなり

ません。 

① 水道施設が法第５条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査 

② 法第１３条第１項の規定による水質検査及び施設検査 

③ 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合しているか

どうかの検査 

④ 法第２０条第１項の規定による水質検査 

a 定期（毎日、毎月、３ヵ月に１回）水質検査の実施 

b 臨時水質検査の実施 

c 水道水質検査計画の策定 

④ 法第２１条第１項の規定による健康診断（検便） 

⑤ 法第２２条の規定による衛生上の措置 

⑥ 法第２３条第１項の規定による給水の緊急停止 

⑦ 法第３７条前段の規定による給水停止 
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第２章 管 理 編 

 

１ 水質検査 

(1) 定期水質検査 

① 毎日の水質検査の実施 

末端の給水栓（※１）の水について、毎日、次の事項を確認し、その結果を記録すること。 

a 色、濁りに異常がないこと 

b 残留塩素濃度 

また、色、濁り等に異常があったときや、塩素が異常に消費されたとき（汚染等のため

通常より多くの塩素が必要となった可能性があります）には、その原因調査を行い、その

結果を記録すること。 

※１ 日常的に水を利用するために使用している水栓のこと。 

 

② 毎月又は３ヶ月に１回以上の水質検査の実施 

末端の給水栓の水について、毎月又は３ヶ月に１回以上定期的に水質検査を行うこと。 

（水質検査の検査項目及び検査回数は、「水質検査項目と回数」を参照ください。） 

水質検査の結果、水道水質基準に不適合があった場合には、その原因調査を行い、その

調査結果を記録しておくこと。 

 

③ 水源の原水について、全項目検査（消毒副生成物を除く）を年１回以上実施するこ

と。 

 

(2) 臨時の水質検査の実施 

水道により供給される水が「水道水質基準に適合しないおそれがあるとき（※２）」は、必

要な項目について臨時の水質検査を行うこと。 

※２ 想定される事例としては次のとおり 

a 水源の水質が著しく悪化したとき（定期の水質検査で異常が判明したときなど) 

b 水源に異常があったとき 

c 水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系伝染病が流行しているとき 

(水源の上流で水質汚染事故があったとき、異常渇水や洪水があったときなど) 

d 浄水過程に異常があったとき(水道施設の設備又は運転に異常が生じたとき) 

e 配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき 

(水道施設の設備の工事を行ったときなど) 

f その他特に必要があると認められたとき 

 

(3) 水質検査結果の保存 

定期、臨時の検査ともに検査から５年間その結果を保存しなければなりません。 

 

(4) 検査の委託 

定期及び臨時の水質検査を検査機関に委託して行う場合の委託先は、国土交通大臣及び環

境大臣への登録を受けた者（登録検査機関）である必要があります。 

登録検査機関については環境省ホームページに掲載されています。 

「水質検査機関登録簿」 

《関係法令：法第２０条、規則第１５条》 
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(5) 水道水質検査計画の策定 

専用水道設置者は、毎事業年度の開始前に定期及び臨時の水質検査の計画（水質検査計

画）を策定する必要があります。 

① 策定対象 水源の種別（自家井戸水、他の水道からの受水等）は問わず、すべての専

用水道設置者が対象です。 

② 計画への記載内容 計画に記載する内容は、以下のとおりです。 

 

【水質検査計画に記載すべき事項】 

項 目（規則第１５条第７項） 具体的内容（記載事項・項目等） 

水質管理において留意すべき事項のうち水質

検査計画に係るもの 

浄水過程の水質状況、汚染要因や水質管理上の

優先対象項目等の留意すべき事項） 

検査を行う項目 

水質検査を実施する項目 

採取の場所 

検査の回数 

検査を省略する項目 検査を省略しようとする項目とその理由 

臨時の検査に関する事項 臨時検査を行う時の要件及び項目 

水質検査を委託する場合における当該委託の

内容 

水質検査の委託先 

委託する範囲 

その他水質検査の実施に際し配慮すべき事項 

・水質検査結果の評価に関する事項 

・水質検査計画の見直しに関する事項 

・水質検査の精度(信頼性)に関する事項 

・関係者との連携に関する事項 

※ 他の水道水のみを受水する場合は、受水後の状況のみ。 

 

③ 計画の見直し等 

水質検査計画は毎年度策定する必要があります。 

次年度計画の策定にあたっては、前年度等の検査結果を評価したうえで、必要に応じて

計画内容の見直しを図ってください。 

【水道水質検査計画策定にあたって】 

一口に専用水道といっても、水源の種類や水質の状況等、様々な相違があるため、策定

にあたっては個々の状況に応じた検査計画とする必要があります。 

「水質基準に関する省令」等の改正により、検査項目により一部その検査頻度等を各々

の水道が判断することとされましたが、過去の水質検査結果等から適切な検査項目及び検

査頻度の選定を図り（委託により水質検査を行っている場合は委託者との協力等によ

り）、本計画に反映させることが求められます。 

《関係法令：規則第１５条第６項・第７項》 
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２ 健康診断 

水道施設の維持管理に従事している者、水道施設構内に居住している者は、定期及び臨時の

健康診断を受けなければならなりません。 

(1)  検査項目 

赤痢、腸チフス、パラチフスの病原体の検便 

他の病原体については、必要に応じて検査を実施 

（ｺﾚﾗ､赤痢ｱﾒｰﾊﾞ､ｻﾙﾓﾈﾗ､小児麻痺､流行性肝炎､感染性下痢症､各種下痢腸炎） 

 

(2)  検査頻度等 

定期の健康診断は６ヶ月毎に行います。 

また、臨時の健康診断をおこなうときは次のとおりです。 

① 健康診断受診対象者が伝染病患者又は保菌者であることが明らかとなったとき 

② 伝染病の発生によって健康診断受診対象者が罹患するおそれがあるとき 

 

(3)  記録の保存 

健康診断の記録を作成し、１年間保存しなければなりません。 

【健康診断を受けるときは】 

健康診断の記録書類の様式は定められていないが、診断年月日、診断を受けた者の氏名、

性別、年齢、診断結果、診断医師名、検便成績、同検査場所が必要です。 

健康診断（検便）は保健所や医療機関で実施していますが、実施機関によって検査結果項

目が異なることがありますので、検便を依頼するときには、水道の維持管理従事者である旨

を申し出、上記項目について検査結果を受けることを確認してください。 

《関係法令：法第２１条》 

 

 

３ 衛生上必要な措置の実施 

(1) 水源や水道水の汚染の防止 

① 水道施設は常に清潔に保つこと。 

② 水道施設にはかぎを掛け、柵を設ける等により人畜の進入を防止すること。 

(2)  塩素消毒の実施 

水道水の残留塩素濃度が次表のとおりとなるよう、塩素消毒を行うこと。 

【給水栓における残留塩素濃度】 

 遊離残留塩素 結合残留塩素 

通 常 時 ０．１ｍｇ／ℓ以上 ０．４ｍｇ／ℓ以上 

病原生物による汚染のおそれがある場合 ０．２ｍｇ／ℓ以上 １．５ｍｇ／ℓ以上 

《関係法令：法第２２条》 

 

４ 給水の緊急停止 

専用水道設置者は、水道水が人の健康を害するおそれがあることを知ったとき（※）は、直ちに

給水を停止し、かつ、その水道水を使用することが危険であることを周知する必要がありま

す。 

※ その水道水を使用すれば、直ちに人の生命に危険を生じ、又は身体の正常な機能に影響を与

えるおそれがある場合で、次の場合が考えられます。 
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a 水源若しくは導水の過程にある水が、浄水処理で除去することが困難な病原微生物や人の健康に

影響を及ぼすおそれがある物質に汚染されているか、又はその疑いがあるとき 

b 浄水場以降の過程にある水が、病原微生物や人の健康に影響を及ぼすおそれがある物質に汚染さ

れているか、又はその疑いがあるとき 

c 塩素消毒機の故障又は薬剤の欠除のために消毒が不可能になったとき 

d 工業用水道の水管等に誤接合されていることが判明したとき 

 

また、水道原水や水道水に次のような変化があった場合、直ちに取水を停止して水質検査を行うと

ともに、必要に応じて給水を停止する。 

a 不明の原因によって、色及び濁りに著しい変化が生じた場合 

b 臭気及び味に著しい変化が生じた場合 

c 河川水を水源にしている専用水道にあっては、その河川で魚が多数死んで浮上した場合 

d 塩素消毒のみで給水している水道の水源において、ゴミや汚泥等の汚物の浮遊を発見した場合 

 

(1) 利用者への周知 

水道の利用者に対して、緊急事態にふさわしい方法で、水質検査などによって水道水の安

全が確認されるまで、その水道水が危険であることを周知する。 

 

(2) 給水の再開 

水質検査などによって水道水の安全が確認され、給水を再開する場合、開栓後の初期水は

使わないとする周知も行う。 

《関係法令：法第２３条》 

 

 

５ 業務の委託 

専用水道設置者は、政令で定めるところにより、水道の管理に関する技術上の業務の全部又

は一部を当該業務を適正かつ確実に実施することができる者として政令で定める要件に該当す

るものに委託することができます。（水道法第24条の3） 

業務の委託を受ける者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、政令で定め

る資格を有する受託水道業務技術管理者１人を置かなければなりません。 

 

(1)  委託の性質 

委託された業務の範囲内では、専用水道設置者に代えて受託者に、あるいは、水道技術管

理者に代えて受託水道業務技術管理者にそれぞれ水道法上の責任が課されます。 

 

(2)  委託対象業務 

委託できる業務は、「水道の管理に関する技術上の業務（※）」です。 

※ 業務の具体例 

・ 水道施設の管理（運転、保守点検等） 

・ 水質管理（水質検査を含む。） 

・ 給水装置の検査 等 

 

(3)  受託者の要件 

受託できる者は、委託される業務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的基
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礎を有するものに限られます。 

 

(4)  委託の届出 

委託した場合は、届出が必要となります。 

【様式】第１１号「専用水道業務委託届出書」 

 

【委託契約書の作成】 

技術的な業務を委託する際は次の事項を記載した契約書を作成することが必要です。 

・業務内容に関する事項 

・委託期間及び委託契約解除に関する事項 

・業務の実施体制に関する事項 

《関係法令：法第２４条の３、令第９～１１条、規則第１７条の６及び７》 

 

 

○ 問合せ先 

矢板市 上下水道事務所 

電話：0287-44-1511  FAX：0287-43-9790 

Mail：suidou-jimusyo@city.yaiata.tochigi.jp 

 

 

 



水質検査項目と回数
概ね月1回実施 概ね3ヶ月1回実施

1回/月
1回/3ヶ
月

1回
/3ヶ月

1回/年
1回/3ヶ
年

色、濁り及び消毒の残留効果 ○ 不可
1 一般細菌 ○ 不可
2 大腸菌 ○ 不可
3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 △(注3) →1/5> →1/10> 可(注4)
4 水銀及びその化合物 △(注3) →1/5> →1/10> 可(注4)
5 ｾﾚﾝ及びその化合物 △(注3) →1/5> →1/10> 可(注4)
6 鉛及びその化合物 △(注3) →1/5> →1/10> 可(注5)
7 ﾋ素及びその化合物 △(注3) →1/5> →1/10> 可(注4)
8 六価ｸﾛﾑ化合物 △(注3) →1/5> →1/10> 可(注5)
9 亜硝酸態窒素 △(注3) →1/5> →1/10> 不可

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ ○ 不可
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 △(注3) →1/5> →1/10> 不可
12 ﾌｯ素及びその化合物 △(注3) →1/5> →1/10> 可(注4)
13 ﾎｳ素及びその化合物 △(注3) →1/5> →1/10> 可(注4)
14 四塩化炭素 △(注3) →1/5> →1/10> 可(注6)
15 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ △(注3) →1/5> →1/10> 可(注6)
16 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ △(注3) →1/5> →1/10> 可(注6)
17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ △(注3) →1/5> →1/10> 可(注6)
18 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ △(注3) →1/5> →1/10> 可(注6)
19 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ △(注3) →1/5> →1/10> 可(注6)
20 ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛ(ｵｸﾀﾝ-1-ｽﾙﾎﾝ酸)(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) △(注3) →1/5> →1/10> 可(注9)
21 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ △(注3) →1/5> →1/10> 可(注6)
22 塩素酸 ○ 不可
23 ｸﾛﾛ酢酸 ○ 不可
24 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ ○ 不可
25 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 ○ 不可
26 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ ○ 不可
27 臭素酸　　　　　　　　　　　　（消毒副生成物） ○ 次亜不可(注7)
28 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ ○ 不可
29 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 ○ 不可
30 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ ○ 不可
31 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ ○ 不可
32 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ ○ 不可
33 亜鉛及びその化合物 △(注3) →1/5> →1/10> 可(注5)
34 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 △(注3) →1/5> →1/10> 可(注5)
35 鉄及びその化合物 △(注3) →1/5> →1/10> 可(注5)
36 銅及びその化合物 △(注3) →1/5> →1/10> 可(注5)
37 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 △(注3) →1/5> →1/10> 可(注4)
38 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 △(注3) →1/5> →1/10> 可(注4)
39 塩化物ｲｵﾝ △(注１) →連続 不可
40 ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) △(注3) →1/5> →1/10> 可(注4)
41 蒸発残留物 △(注3) →1/5> →1/10> 可(注4)
42 陰ｲｵﾝ界面活性剤 △(注3) →1/5> →1/10> 可(注4)
43 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ(ｵｸﾀﾋﾄﾞﾛｼﾞﾒﾁﾙﾅﾌﾀﾚﾝｵｰﾙ) △(注2) 可(注8)
44 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ(ﾃﾄﾗﾒﾁﾙﾋﾞｼｸﾛﾍﾌﾟﾀﾝｵｰﾙ） △(注2) 可(注8)
45 非ｲｵﾝ界面活性剤 △(注3) →1/5> →1/10> 可(注4)
46 ﾌｪﾉｰﾙ類 △(注3) →1/5> →1/10> 可(注4)
47 有機物（全有機炭素の量) △(注１) →連続 不可
48 ｐH値 △(注１) →連続 不可
49 味 △(注１) →連続 不可
50 臭気 △(注１) →連続 不可
51 色度 △(注１) →連続 不可
52 濁度 △(注１) →連続 不可

（○：検査回数を減らすことができない項目、△：検査回数を条件により減らすことができる項目）
注１ 自動連続測定･記録をしている場合は、概ね3ヶ月に1回以上とすることが可能。
注2 藻類の発生が少なく、検査をする必要がないことが明らかであると認められる期間を除く。
注3

注4

注5 注4の状況に加えて、薬品及び資機材等の使用状況を勘案し、検査を行う必要がないと認められる場合、省略可能。
注6

注7 注4と同様であるが、浄水処理にｵｿﾞﾝ処理、消毒に次亜塩素酸を用いる場合は、省略不可。
注8

注9 水道用水供給事業より全量受水を行っていて、受水元である水道用水供給事業における検査結果が基準値の1/5以下であ
り、かつ、自ら検査を行った結果、送水施設及び配水施設内で濃度が上昇しないことが確認できた場合、省略可能。

注4と同様であるが、湖沼等の停滞水を水源とする場合は、当該物質を産出する藻類の発生状況を含んで勘案し、検査を行
う必要がないと認められる場合、省略可能。

井戸の場合は、注4の状況に近傍地域の地下水の状況を加えて勘案し、検査を行う必要がないと認められる場合、省略可
能。

過去の検査結果が基準値の1/2を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源及びその周辺の状況を勘案し、検査を行う必要
がないと認められる場合、省略可能。

毎日
実施

項目の省略の
可否

水源に水又は汚染物質を排出する施設の設置状況等から、原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められる場合で
あって、過去3年間の検査結果が、基準値の1/5以下であるときは、概ね1年に1回以上と、過去3年間の検査結果が、基準値
の1/10以下であるときは、概ね3年に1回以上とすることができる。


